
在外選挙人名簿登録移転申請書について 

下記事項に留意してご記載ください 

 

転出届に記載した転出予定日までに１８歳以上である必要があります。 

 

必ず申請者自ら記載してください。 

（代理人による申請の際に必要な書類「申出書」の署名の欄も同様です。） 

 

可能な限り記載してください。 

（国外に転出した後に提出される在留届と当該申請書に記載された事

項に間違いないか照合するためです。） 

 

国名を必ず記載してください。 

間違いない転出先住所が決まっていれば記載してその住所を記載して

ください。 

 

詳細な転出先住所が分からない，決まっていない場合はチェックして

ください。 

 

在外選挙人証等を住所以外の場所に送付することを希望する方で，そ

の送付先が間違いなくはっきり分かっている場合はその送付先の住所

を記載してください。送付先が，分からない，決まっていない場合は，

「在留届に記載予定の緊急連絡先に送付」と記載してください。 

 

申請日は期間内（届出をした年月日から転出予定年月日まで）である

必要があります。 

 

携帯電話が海外で使用できる端末の場合は，携帯の電話番号も併せて

記載してください。 

勝田 湊  
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